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この安全報告書は、当法人における鉄道輸送の安全の確保のための 
取り組みや安全の実体をまとめたものです。 

ご意見・ご感想をお寄せ下さい。 

 
 
 
 
 
 
 



１ はじめに 
当法人の鉄道事業に対しまして、ご利用とご理解をいただき誠にありがとうございます。 
当法人は、青函トンネルの建設について広く国民に紹介することと、それに伴う観光の振興に努める

ことによって地域経済の振興に寄与することを目的として、昭和６３年７月に営業を開始して今年で３８

年目を迎えます。開業と同時に体験坑道（トンネル）見学も実施しており、実際に作業の場として使わ

れた場所を体験出来るコースとして好評を得ております。記念館駅～体験坑道駅間のケーブルカー

の運行が鉄道事業となっており、片道７７８ｍの短い運行ではありますが安全・快適な移動手段として

提供できるよう努めてまいります。 
令和６年度、運転事故は発生しておりませんが、６月６日に「無線異常」（表示）による緊急停車が発

生しました。その後運行予定の３便が運休となり、翌日７日は終日運休としました。（詳細：下記４ 事故

等の状況）原因調査・応急措置を実施して、その後、症状（異常）は発生しておりません。引き続き、①

インシデントが無いか②定期検査（毎日検査）で異常がないか、注意深く実施するなどの対策を講じて

まいります。 
１日の運休がありましたので営業期間１９９日で２４，４１１人の利用者となっております。コロナ禍から

の回復による来館者（観光）の増加傾向もみられ、多くの方にご利用いただくためにも安全体制への取

り組みが必要と考えております。今後も役職員一同、１日１日、安全第一の意識を徹底して取り組んでま

いります。 
本報告書は、鉄道事業法に基づき、輸送の安全確保のための取組や安全の実体について公表す 

るものです。今後とも安全・快適な鉄道（ケーブルカー運行）を目指してまいりますので、みなさまから 
のご意見を頂ければ幸いです。 

                 一般財団法人  青函トンネル記念館 
                                           理 事 長  松橋 稔        

 
 
２ 輸送の安全確保に関する基本的な考え方 

当法人では、安全第一の意識に基づき安全に関わる行動規範を「安全管理規程」に定め、理事長

以下全職員に周知徹底しております。 
（１）安全の確保は輸送の生命である。 
（２）規定の遵守は安全の基礎である。 
（３）執務の厳正は安全の要件である。 
（４）事故・災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、速やかに安全適切な処置をとる。 
（５）情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保する。 
（６）常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦する。 

 
各月毎に「運転事故防止目標」を掲げ、安全への意識の徹底を図っております。 
○基本動作の励行      ○基準作業の実行 
○連絡確認の徹底        ○馴れ合い作業の防止 
○機器点検の強化        ○緊急処置体制の向上 
○安全確認の徹底 

 
 
 



３ 安全管理体制 
（１）安全管理組織 
  当法人では、理事長をトップとする安全管理組織を構築・運用しています。 
 この組織体制の中で、安全統括管理者、その他の管理者等が、それぞれの責務を明確にした上、安全 
確保のための役割を担っています。 

 
 
                                 

     館   長 
   【安全統括管理者】 

 

                                                                   
 
 
  
 
 
 
 
 
（２）各管理者の役割 

役    職 役      割 

理 事 長 輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う 

館   長 
【安全統括管理者】 

輸送の安全の確保に関する業務を統括する 

鉄道部長 
【運転管理者】 

運転に関する事項を統括する 

館   長 
【施設管理者】 

施設に関する事項を統括する 

館   長 
【車両管理者】 

車両に関する事項を統括する 

業務係長 
【乗務員指導係長】 

運転士の資質の保持に関する事項を管理する 

 
 
４ 事故等の状況 

（１）鉄道運転事故 
  令和６年度は、発生しておりません。 
（２）災害（地震・暴風雨など） 
  令和６年度は、発生しておりません。 

理事長 

鉄道部長 
【運転管理者】 

 業務係長 
【乗務員指導係長】 

館  長 
【車両管理者】 

館  長 
【施設管理者】 

鉄道係員 



（３）輸送障害 
   令和６年度は、1 件の発生となっております。 
  ２８便運行中に５４５m 地点で巻上操作盤で「無線異常」が表示され、車両非常停止となった。 

その後運行予定の２９便、３３便、３７便を運休とした。２８便の乗客２名にケガは無かった。 
７日は終日運休とし再度、端子のゆるみ、ケーブルやバッテリーの状態確認とスイッチ盤の部品交換

（スイッチ類）を実施した。その後、試運転を３回実施して非常停止は無かった。 
８日は早朝より試運転を２回実施して非常停止は無かったので、１便から営業運行を再開した。 
７月１０日、無線業者による調査・測定、TONE 変調度の調整を実施した。    

（４）インシデント 
  令和６年度は、発生しておりません。 

 
５ 行政指導等 
   令和６年度はありませんでした。 

 
６ 安全確保のための措置 

（１）緊急時対応訓練 
   令和６年６月２１日と１０月１１日の２回、訓練を実施しました。 
（２）設備投資 

ありませんでした。 
  （３）ケーブルカー車輪交換 
    令和６年４月８日～９日、ケーブルカー車輪交換（１輪）作業を実施しました。 
  （４）ケーブルカー車両更新検討 
    製作業者と協議をして、設計図（見積書）作成を依頼して、１２月に受理した。 

 
７ 転落防止対策に関する方針 
  当法人では、鋼索鉄道であることから、利用者がホーム（ケーブルカー乗り場）に入る時はすでに 
 ケーブルカーが停車している状態で、ホームから線路への転落はないものと考えております。 
  現在の対策としては、ケーブルカーへの乗車時に、車掌・駅務係・案内係の発声による注意喚起 
や監視による転倒防止に努めています。  

     
８ ご連絡先 
  この報告書へのご感想、当法人への安全への取組に対するご意見をお寄せください。 

  
〒０３０－１７００ 

青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩竜浜９９ 
一般財団法人 青函トンネル記念館 
ＴＥＬ ： ０１７４－３８－２３０１ 
ＦＡＸ ： ０１７４－３８－２３０３ 
Ｅ-mail ： ｔａｐｐｉ.ｔｍ＠ｅａｇｌｅ.ｏｃｎ.ｎｅ.ｊｐ 


